
 
 
 
 
 

世田谷区の介護予防の 
取り組みと課題 

 
～介護予防の取り組みから見えてきた 

大都市における課題～ 

平成２７年１１月２６日   

第6回福祉先進都市・東京の実現に向けた 

地域包括ケアシステムの在り方検討会議 
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世田谷区 高齢福祉部 介護予防・地域支援課 
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世田谷区の概要 

 人口 877,833人 

 65歳以上人口 175,483人 

 高齢化率 20.0％ 

介護保険認定率 20.6％ 
※平成26年度末時点 

神奈川県 

埼玉県 

東京都 

世田谷区 

あんしんすこやかセンター 

イメージキャラクター 

「あんすこ君」 

※平成2７年４月1日現在 
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世田谷区の地域包括支援センターの設置状況 
(あんしんすこやかセンター) 

（Ｈ2７．５月現在） 

• 区の政策方針で出張所・まちづくりセンターとの一体化を順次進めている。 

• 平成27年3月時点で17箇所の一体化が整備済み。28年度中に22箇所まで完了予定。残り5箇所は
29年以降に整備していく予定。 

• 子どもや障害者からの相談も相談対象とするモデル事業を平成26年10月から1箇所、27年7月から 

• 5箇所で実施。28年度には全区展開予定。 

• 同時に区の行政窓口である出張所・まちづくりセンターと社会福祉協議会、あんしんすこやかセンター
が連携して地域包括ケアに取り組むモデル事業も開始している。 
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高齢者に関わる区の体制 

介護予防担当部 保健福祉部 

生
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 保健福祉課 

 総合支所（５箇所） 
介
護
予
防
課 

 地域包括支援センター （あんしんすこやかセンター ） 

地域包括支援センター
創設当時の体制 
（H18年度） 

保健師10名が地域包括支援センターの質の向上を支援 

現在の体制 
（H27年度） 

• 保健師10名を介護予防課
に集中配置 

• 保健師が2人一組が各地
域毎の地域包括支援セン
ターの担当となり巡回し、
現場の課題を一緒に考え、
地域での動き方を伝授 

区(本庁)：

高齢福祉部

地域包括支援センター(７箇所)世田谷総合支所

北沢総合支所

玉川総合支所

砧総合支所

烏山総合支所

地域包括支援センター(６箇所)

地域包括支援センター(６箇所)

地域包括支援センター(３箇所)

地域包括支援センター(５箇所)

委
託
業

務
の
統
括
・
質

の
向
上

個
別
事

例
へ
の
支
援
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世田谷区の介護予防の取り組み 
年度 国の動向 区の実施内容 

第3期 
 

平成18年度 介護保険制度改正 
地域支援事業の創設 

介護予防事業（運動器の機能向上
プログラム・口腔機能向上プログラ
ム・低栄養改善プログラムを開始） 

第4期 
 

平成22年度 地域支援事業要綱改正 
（生活機能評価の廃止） 

介護予防事業を引き続き実施(低
栄養改善プログラムは見直し） 

第5期 
 

平成24年度 介護保険制度改正 
介護予防・日常生活支
援総合事業の創設 

生活機能評価を23年度で終了し、
基本チェックリストの郵送調査開始 

平成24年１0
月～ 
平成25年度 

市町村介護予防強化推
進事業実施 

モデル事業に参加 
4地区をモデル地区として地域包
括支援センターに委託して実施 

平成26年度 介護予防・日常生活支援総合事業
開始(生活支援サービス、専門職
による訪問事業開始） 
 

第6期 平成27年度 介護保険制度改正 
新しい介護予防・日常生
活支援総合事業創設 

平成28年4月からの開始を決定し、
訪問・通所とも現行相当、サービス
A、B、Cを実施予定で準備中 

5 
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市町村介護予防強化推進事業の実施内容～厚生労働省ＨＰより 

      地域資源を活用した多様な通いの場の取組例 ～東京都世田谷区～ 
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【ここがポイント！】 

大学を会場とした通所 
（Ｂ地区） 

喫茶店の集いの場 
（Ｃ地区） 

町会会館の筋力アップ教
室（Ａ地区） 

都営住宅の外出支援 
（Ｄ地区） 

・大学を会場として、デイサービスを利
用していない要支援者等が行きたくな
る通所プログラムを立ち上げた。（大
学の使用交渉は区が担当） 
・アート体験、ヨガ、ミニ講義、民謡、子
どもと遊ぶなどの多彩なプログラム 

 120分×週１回 参加費100円/回 
学生・住民ボランティアの協力あり 

・デイサービスを利用していない要
支援者等の外出のきっかけづくりと
して喫茶店を集いの場にした。 
・店の和式トイレは簡易洋式便座をか
ぶせて使用しやすくした（福祉用具
事業者に協力要請） 

 
90分×月２回 参加費 300円/回 
  
 住民ボランティアの協力あり   

・地区内のサロンや住民の自主活動
を全て調べ、通いの場が乏しい地
区を特定。徒歩10分以内で行ける
範囲で会場を確保し、新たな筋力
アップ教室を立ち上げた。 

 
 90分×週１回、 参加費 無料 
 住民ポランティアの協力あり 
 理学療法士が定期的に指導助言   

・交通量の多い国道を横断しなけ
れば買物等に行けない都営住宅
の要支援者等のための外出支
援を立ち上げた 
・福祉施設の送迎車両の遊休時
間帯を利用してスーパーや郵便
局へ送迎 

 
 月１回  参加費 300円/回 
 住民ボランティアの協力あり 

  
  

 
 

①区の保健師が、地域包括支援センターと地域で行動を共にして地域づくりのノウハウを伝授 
②その後、各地域包括支援センターが担当地域の自治組織や住民と会合等を通じて関係づくり 

平成24年8月1日現在 

○世田谷区は、地域包括支援センターとの定期的な連絡会議で現場の問題を共有し、関係機関の調整
など必要な行政対応を行いながら、地域包括支援センターの地域づくりをサポート。地域包括支援セ
ンター単位で都市部の豊富な地域資源を活用して多様な通いの場の創設や外出支援を実現している 

地域包括支援セン
ター 

委託 27カ所 

総人口 862,840人 

65歳以上高齢者人口 
165,913 

人（19.2％） 
75歳以上高齢者人口 84,367人（9.8％） 
要介護認定率 20.4% 

第5期1号保険料 5,100円 

神奈川県 

埼玉県 

東京都 
世田谷区 

○地域づくり研修会・勉強会 

○地域づくり手法の教材作成 
○地域資源マップの作成 
各地域包括支援センターが、
担当地区の情報を地図に書き
込み、地域の特徴を可視化
（宅配してくれるスーパー、ベ
ンチのある歩道、散歩に適し
たルート等） 

○４地区の地域包括支援センターと区の
連絡会議 

・アイディアの持ち寄り 
・資源活用上の課題整理 
・有益情報の共有 
・新メニューの立ち上げ手順の確認等 

地域づくりの下準備 
モデル事業による取組み 

定例的
な研修
会・連絡
会議 

後方支援 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取
組 

区
の
取
組 
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市町村介護予防強化推進事業を通して見えてきた良い変化 

8 

○開設当初より｢地域づくり｣に力点をおき、地域包括支援セン 
 ターへの支援を実施してきたことが今回の成果につながった。 
 
○介護保険サービスありきではなく、いかに地域の資源を活用  
  して、個々の状態にあった支援を組み立てるかということを   
  通して、地域包括支援センターの職員の意識が変わった。 
 
⇒自立支援の視点で介護予防ケアマネジメントを実施する意 
 識がとても重要 
 
○閉じこもりがちになっている日常の活動が少ない高齢者に 
 は、 外出意欲を高める働きかけと多様な通いの場の選択肢 
 が必要 
⇒ 会場の確保が課題 
 

8 
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市町村介護予防強化推進事業のその後 

○モデル事業で得られた成果をもとに、平成26年4月より介護予防・日常 
 生活支援総合事業(以下「総合事業」)を開始。地域づくりについての良い    
 取り組みは、他の23箇所の地域包括支援センターと共有し、他の地区に 
 も取組みを拡大していく働きかけが重要 
 
 ⇒他地区でも買い物支援の取り組みや介護予防の自主グループが立ち 
  上がっている。 

 
○専門職による訪問は総合事業の中で継続して実施 
 
 ⇒平成28年度からの新しい総合事業では、介護予防・生活支援サービス 
   の訪問型Ｃのサービスとして継続予定 
 
○要支援認定者は家事援助についての簡易な支援のニーズがあり、その 
 ために介護保険のサービスを利用することがあるため、シルバー人材 
 センターへ委託し、簡易な家事援助のサービスを総合事業で開始 
 
 ⇒平成28年度からの新しい総合事業では訪問型Ｂのサービスとして継 
   続予定 



これまでの介護予防とこれからの介護予防 
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【財源構
成】 

 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険
料  
 21% 
 

2号保険
料  
 29% 
 

 

【財源構
成】 

 

国 39.5% 
 

都道府県 
 19.75% 
 

市町村   
 19.75% 
 

1号保険
料    
 21% 
 

介護予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 
 ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

  業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 

○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 

○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

【国の資料：参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 
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介護予防・ 
日常生活 
支援総合 
事業 
（新しい 
総合事業） 

介護予防・生活
支援サービス事
業 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 
（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事業） 

・第１号被保険者の全ての者 
・その支援のための活動に
関わる者 

（従来の要支援
者） 

・要支援認定を受
けた者（要支援
者） 

・基本チェックリス
ト該当者（介護予
防 ・ 生 活 支 援
サービス対象事
業者） 

 

・現行の訪問 
 介護相当 

 
・多様な 
 サービス 

 
・現行の通所 
 介護相当 
 
・多様な 
 サービス 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

①訪問介護 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準
じる自立支援に資する生活支援（訪問
型サービス・通所型サービスの一体的
提供等） 

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を 
  踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

厚生労働省HP資料より抜粋 
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これまでの取り組みから見えてきた課題 

現状 
①世田谷区は地域活動が盛んで、自主的に活動しているグルー
プが多く、サロンの数は都内でも有数である。 

②しかし、計画策定時の日常生活圏域ニーズ把握調査では「地
域活動に参加している高齢者」は43％程度であった。 

③介護認定率は２０．６％と東京都の平均よりも高く、健康寿命
（要支援）は女性は２３区中、１５位と低い。 
④要支援認定者約1万人のうち半数近くはサービスを利用してい
ない。⇒何かあったときのために申請をしておきたい。 

課題 
 

①介護予防の取り組みを進めるスローガンの発信や、わかりやす
い体操の普及が必要と以前から考えていたが、具体的には進ん
でいなかった。 

②介護予防は地域づくりからという理念は、当初から地域包括支
援センターと共有してきており、地域包括支援センターでは自主グ
ループの立ち上げなどを実施してきているので協力体制は取りや
すい。 

③安心のために申請をしておくのではなく、安心して暮らせる環境
を作っていくことが大切 

「
地
域
づ
く
り
介
護
予
防
推
進
支
援
モ
デ

ル
事
業
」
へ
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
解
決

策
を
探
り
、
介
護
予
防
に
力
を
入
れ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。 
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世田谷区の今後の取り組み 

・新しい総合事業の開始を平成２８年４月からとし、指定事業者 

 によるサービスだけでなく、シルバー人材センターなどを活用 

 した住民主体のサービスＢも含めて実施できるように準備して 

 いる。 

・出来るだけ、多様な実施主体のよるサービスを活用し、個々  

 の高齢者状況に応じたケアマネジメントが実施できるよう、地 

 域包括支援センターの質を高める支援をしていく。(マニュア 

 ル作成など） 

・２７年度の国の地域づくり介護予防推進事業のモデル自治体 

 として取り組み、住民主体介護予防活動の実践例を作り、そ 

 の活動を広げていくことにより、介護予防を通じた地域づくり 

 に取り組んでいく   17 



まとめ 
◆大都市では住民のニーズが様々で、１つの成功事 

 例があっても単純には広げていけないが、地区(日 

 常生活)圏域）ごとで細かく展開することで糸口は見 

 つかる。 

  

◆結局は、地道な地域資源の把握とネットワークづく 

  り、それらをつなぐ担当者の想像力、企画力。 

 

◆具体的な事例を通じて、住民、事業者の意識改革 

 が重要。そのためにまずは職員の意識改革から。 
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